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【１．重大事故情報＝６件】（５月２２日～５月２８日分） 

（１）乗合バスの車内事故 

５月２６日午後０時１０分頃、東京都において、乗合バスが乗客１０名を乗

せ運行中、当該バスの運転者がバス停で停車するためブレーキをかけたところ、

当該バス停にて降車するため座席から立ち上がり降車口に向かおうとしていた

乗客１名（女性：８９才）が転倒し、床面の段差に身体を打ち付けた。 

事故後、当該運転者が転倒した乗客にケガの状況等について確認をしたとこ

ろ、「大丈夫です。」との返答があったため、連絡先を聞き運行を再開した。 

負傷した乗客は、そのまま自宅に帰ったが、その後、容体が悪化し、搬送先

の病院にて同日午後６時に死亡が確認された。 

 

（２）タクシーが自転車に乗った女性を撥ねた事故 

５月２２日午後９時５０分頃、石川県において、タクシーが空車にて運行中、

青信号に従い交差点を通過しようとしたところ、交差点の向う側の横断歩道を

右側から横断してきた自転車を撥ねた。 

この事故で、撥ねられた自転車に乗っていた女性が死亡した。 

事故現場は、見通しの良い片側１車線の十字路交差点で、横断歩道にも信号

機が設置されていた。 

 

（３）タクシーが乗用車と衝突した事故 

５月２３日午前４時頃、神奈川県において、タクシーが乗客１名を乗せ運行

中、交差点を通過しようとしたところ、道路左側より走行してきた乗用車と出

会い頭に衝突した。 

この事故で、当該タクシーに乗っていた乗客１名が重傷、当該タクシーの運



転者も軽傷を負った。 

事故現場は、信号機のない十字路交差点であり、また、一時停止の標識等（双

方とも）もなかった。 

 

（４）トレーラ運転者の酒酔い運転による事故 

５月２０日午後９時頃、福岡県において、大型トレーラが一方通行を逆走し、

壁や電柱に衝突した。駆け付けた警察官が、当該トレーラの運転者を調べたと

ころ、酒の臭いがし、また、足がふらついていたため、酒酔い運転で現行犯逮

捕したもの。 

報道によると、当該トレーラの運転者の呼気から、基準値の３倍を超える呼

気１リットル当たり０．５ミリグラムのアルコールが検出された模様。 

 

（５）トラック運転者を救護義務違反等の疑いで逮捕 

５月２４日午後１０時２０分頃、大阪府において、大型トラックが自転車に

乗っていた男性を撥ねたが、当該トラックの運転者は、救護措置をすることな

く現場から立ち去り、撥ねられた男性は死亡した。 

その後の警察の調べにより、２６日未明、当該トラックの運転者が、自動車

運転過失致死と道交法違反（救護義務違反）の疑いで逮捕された。 

警察によると、当該容疑者が運転していたとみられるトラックが、自転車を

引きずって走っている姿が目撃されていたとのこと。 

当該運転者は、「ドーンという衝撃があったが、何に当たったかは確認しなか

った。」と供述している模様。 

 

（６）トラックと軽自動車が衝突した事故 

５月２５日午後３時４０分頃、鳥取県の国道において、大型トラックと軽自

動車が正面衝突した。 

この事故で、軽自動車に乗っていた男女２名が体を強く打ってまもなく死亡

した。 

事故現場は、片側１車線の見通しが良い橋の上で、軽自動車がセンターライ

ンをはみ出し、当該大型トラックと衝突した模様。 
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【２．「重大事故情報」のその後】 

＊ 以前にこのメルマガで紹介した重大事故情報のその後の情報をお知らせ

します。 

（１）トラック運転者のひき逃げ等の疑い逮捕（平成２１年９月１１日） 

＝事故概要＝ 

９月４日午後８時２０分頃、栃木県でトラックが信号機のある十字路交差点

で乗用車と出会い頭に衝突し、乗用車の運転者に軽傷を負わせてそのまま逃走

した。 



 なお、警察は、当該トラック運転者を見つけ、現場に任意同行して現場の状

況を確認、同日、自動車運転過失傷害及び道路交通法違反（救護義務違反）の

疑いで逮捕した。 

 ＝その後の情報＝ 

当該事業者は、過去にも警告処分及び第一当死亡事故を惹起したことによる

車両停止処分を受けていたにも拘わらず、９月４日の事故に対する監査時には、

再び拘束時間、運転者に対する指導監督等、前回と同様の法令違反が確認され、

事業停止処分となった。 

なお、運転者は初めての事故であったことから恐怖心に駆られ、相手の被害

の確認及び救護措置を行わず現場からそのまま走り去ったが、現場から７～８

ｋｍ先の駐車スペースのある路側帯で停車し、どうすればよいか考えていた模

様。 

 

（２）高速バスの車両火災事故（平成２１年１２月１８日） 

＝事故概要＝ 

１２月１３日午後８時００分頃、三重県で、高速バスが走行中、当該バスの

後部より異音がするとともに煙が出ていたため、停留所に当該バスを停車させ

乗客を避難させたのち確認したところ、右後輪から出火していたため消火器に

て消火作業を行い、通報を受け駆けつけた消防車の消火作業によりまもなく鎮

火し、当該バスの右後輪付近を焼損した。当該バスに乗っていた乗員乗客２２

名は避難したため、ケガ人はなかった。 

（車両情報）車名：日 野、型式：Ｕ－ＲＵ１ＦＴＡＡ 

初度登録年月日：平成５年７月１６日（１６年経過） 

走行距離：８１９，７００Ｋｍ 

＝その後の情報＝ 

車両状況調査により右側後輪ブレーキを分解した結果、ホイールシリンダの

ダストブーツが焼失し、リターンスプリングが熱により一本脱落していたが、

車軸のベアリングについては何ら損傷しておらず、原因を究明する結果にいた

らなかったため、三重日野自動車（株）に調査を依頼した。 

調査の結果、火災の原因は後軸右側ブレーキの引き摺りに伴う熱がホイール

を伝播し、タイヤのビード部が軟化、可燃ガスが発生して発火したものと推定

された。引き摺りの原因については、回収品を調査した結果、後軸右側用ブレ

ーキブースターはリビルト品であったが、当初から機能部品がない状態でリビ

ルトされたものを取り付けていたため正常に機能していなかったことから、

徐々に残圧過大となり引き摺りに至ったものと推定される旨報告があった。 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】 

発行 国土交通省自動車交通局安全政策課 

＊このメルマガについてのご意見は、＜jiko-antai@mlit.go.jp＞までお寄せ

ください。 



よくある質問

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html ） 

自動車交通局ホームページ 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html ） 
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